
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下葺き側の吊子を介して下葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎすることにより形成される下葺
き側はぜ継ぎ部に、左右一対のブロックからなるサドルを取り付け、このサドルの側方か
らタッピングビスを打込んでサドルを下葺き側はぜ継ぎ部に固定し、このサドルに挟み込
んだ上葺き側の吊子を介して上葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎする二重葺き折板屋根の屋
根葺き構造において、
下葺き側の吊子には、下葺き側の屋根材に挟み込まれる部分の側面または上面に２箇所の
位置決め用突起がサドルの長さに相当する距離を隔てて形成されるとともに、下葺き側の
吊子におけるタッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されたことを特徴
とする二重葺き折板屋根の屋根葺き構造。
【請求項２】
下葺き側の吊子を介して下葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎすることにより形成される下葺
き側はぜ継ぎ部に、左右一対のブロックからなるサドルを取り付け、このサドルの側方か
らタッピングビスを打込んでサドルを下葺き側はぜ継ぎ部に固定し、このサドルに挟み込
んだ上葺き側の吊子を介して上葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎする二重葺き折板屋根の屋
根葺き構造に用いられる下葺き側の吊子であって、
屋根の構造体に固定される基部と、基部から立ち上がる首部と、首部の上端に形成された
はぜ受部とを備え、前記首部の側面またははぜ受け部の上面に２箇所の位置決め用突起が
サドルの長さに相当する距離を隔てて形成されるとともに、前記首部におけるタッピング
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ビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されたことを特徴とする吊子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金属製の折板屋根を用いた屋根葺き構造に関し、さらに詳しくは、下葺き折板
屋根の上に上葺き折板屋根を葺設して形成される、いわゆる二重葺き折板屋根の屋根葺き
構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
金属製の折板屋根材をはぜ継ぎして葺設される折板屋根において、特に高い断熱・防音効
果を得るため、折板屋根材を二重葺きし、下葺き屋根と上葺き屋根との間にグラスウール
等の断熱防音材を配置するという屋根葺き構造が採用されている（例えば、特許文献１及
び２参照。）。かかる二重葺き折板屋根の基本的な屋根葺き構造を図３～図４に示す。
【０００３】
この屋根葺き構造は、タイトフレーム１１の頂部に取り付けた下葺き側の吊子１２を介し
て、まず下葺き側の屋根材１３，１３をはぜ継ぎし、この下葺き側はぜ継ぎ部１４に図示
のようなサドル２を適宜間隔で取り付け、下葺き側の屋根材１３の表面に断熱防音材１５
を敷設した後、サドル２の上部に挟み込んだ上葺き側の吊子１６を介して、上葺き側の屋
根材１７，１７をはぜ継ぎする、というものである。
【０００４】
サドル２は、合成樹脂等により形成された左右一対のブロック２ａ，２ｂからなる部材で
、これら両ブロック２ａ，２ｂの分割面を挟む同位置にボルト貫通孔が形成され、このボ
ルト貫通孔に締結ボルト３１を挿通してナット３２を螺着することにより連結される。
【０００５】
サドル２の分割面の下部には断面略Ｔ字状をなす下側溝部２１が形成され、この下側溝部
２１に下葺き側はぜ継ぎ部１４が挟持されて、側方から打込まれるタッピングビス（セル
フタッピングスクリュー）３３により、サドル２と下葺き側はぜ継ぎ部１４とが固定され
る。
【０００６】
そして、特許文献１記載の屋根葺き構造においては、図示のように、サドル２の分割面の
上部に断面逆Ｔ字状をなす上側溝部２２が形成され、この上側溝部２２に上葺き側の吊子
１６が挟み込まれて、溝方向に摺動しうるように保持される。
【０００７】
また、特許文献２記載の屋根葺き構造においては、サドル２の分割面の上部に縦長の上側
溝部が形成され、この上側溝部に上葺き側の吊子が挟み込まれて、サドル２を貫通する吊
子固定ボルトにより保持される。
【０００８】
【特許文献１】
特開平９－３２８８６９号公報　（図１－図３）
【特許文献２】
特開２００１－１３２１７２号公報　（図１－図４）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
前記のような二重葺き折板屋根においては、屋根全体の強度を確保するために、下葺き側
はぜ継ぎ部１４とサドル２とをタッピングビス３３で固定する必要があるが、この固定作
業に際して以下２点の問題がある。
【００１０】
第１は、下葺き側屋根材１３，１３がはぜ継ぎされると、下葺き側の吊子１２が下葺き側
はぜ継ぎ部１４に隠れて見えなくなってしまうので、サドル２の位置決めが困難になると
いう点である。下葺き屋根の上に適宜間隔で配置される多数のサドル２のうち少なくとも
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半分程度は、屋根強度の安定のため、下葺き側の吊子１２の直上に配置して吊子１２と一
体に固定するのが望ましい。しかしながら、サドル２の配置に際して下葺き側の吊子１２
が見えないことにより、吊子１２の位置を確認する作業に手間がかかって施工性が低下す
ることになる。
【００１１】
第２は、下葺き側はぜ継ぎ部１４にタッピングビス３３を打込む作業が容易ではないとい
う点である。下葺き側はぜ継ぎ部１４におけるタッピングビス３３の貫通部分は、吊子１
２と２枚の屋根材１３を重ね合わせた厚みがあるが、下葺き側の吊子１２が例えばステン
レス鋼のような硬質材料で形成されていると、下穴なしでタッピングビス３３を貫通させ
るのは困難である。そのため、タッピングビス３３を打込む前に、ハンドドリル等を用い
て下葺き側はぜ継ぎ部１４に下穴を開ける作業が必要となり、この点でも施工性の改善が
望まれている。
【００１２】
本発明は前記のような事情に鑑みてなされたもので、下葺き側はぜ継ぎ部に用いられる下
葺き側の吊子を改良することにより、サドルの位置決めとタッピングビスの打込みを容易
に行うことができる二重葺き折板屋根の屋根葺き構造を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するため、本発明の二重葺き折板屋根の屋根葺き構造は、下葺き側の吊子
を介して下葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎすることにより形成される下葺き側はぜ継ぎ部
に、左右一対のブロックからなるサドルを取り付け、このサドルの側方からタッピングビ
スを打込んでサドルを下葺き側はぜ継ぎ部に固定し、このサドルに挟み込んだ上葺き側の
吊子を介して上葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎする二重葺き折板屋根の屋根葺き構造にお
いて、下葺き側の吊子には、下葺き側の屋根材に挟み込まれる部分の側面または上面に２
箇所の位置決め用突起がサドルの長さに相当する距離を隔てて形成されるとともに、下葺
き側の吊子におけるタッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されたこと
を特徴とする。
【００１４】
また、本発明の吊子は、前記のような二重葺き折板屋根の屋根葺き構造に用いられる下葺
き側の吊子であって、屋根の構造体に固定される基部と、基部から立ち上がる首部と、首
部の上端に形成されたはぜ受部とを備え、前記首部の側面またははぜ受け部の上面に２箇
所の位置決め用突起がサドルの長さに相当する距離を隔てて形成されるとともに、前記首
部におけるタッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成されたことを特徴と
する。
【００１５】
これらの発明によれば、下葺き側の吊子を介して下葺き側の屋根材同士をはぜ継ぎしたと
きに、吊子に形成された位置決め用突起によって下葺き側はぜ締め部の側面または上面に
小さな膨らみが生じるので、これを手掛かりにして吊子の位置を容易に確認することがで
きる。位置決め用突起は、サドルの長さに相当する距離を隔てて２箇所に形成されている
ので、これらの突起の間にサドルを当てがうことにより、サドルを下葺き側の吊子の直上
に正しく位置決めすることができる。
【００１６】
さらに、下葺き側の吊子には、タッピングビスの貫通予定位置にビス固定用の下穴が形成
されているので、前記のようにして位置決めされたサドルに側方からタッピングビスを打
込めば、下穴の案内によって、容易に下葺き側はぜ継ぎ部を貫通させることができる。
【００１７】
これらの作用により、下葺き側はぜ継ぎ部にサドルを配置してビス固定する作業の施工性
が大幅に改善される。下葺き側の吊子には２箇所の位置決め用突起と下穴を形成するだけ
でよいので、加工も簡単で経済的である。
【００１８】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１９】
図１（ａ）及び（ｂ）は、本発明の屋根葺き構造に用いられる下葺き側の吊子４（４ａ，
４ｂ）の斜視図であり、図２は、図１（ａ）に示す吊子４（４ａ）を用いた屋根葺き構造
の要部を示す部分斜視図である。この実施の形態は、図３及び図４に示した従来の屋根葺
き構造と比較したとき、下葺き側の吊子だけが相違し、それ以外の構成は共通している。
したがって、前記従来の屋根葺き構造と共通の部位や部材には共通の符号を付して、詳細
な説明を省略する。
【００２０】
下葺き側の吊子４は、図１（ａ）及び（ｂ）に示すように、タイトフレーム１１、または
これに類する適宜の屋根構造体に固定される基部４１と、基部４１から略垂直に立ち上が
る首部４２と、首部４２の上端に折曲形成されたはぜ受部４３とを備えている。例示の形
態に係る吊子４は、タイトフレーム１１に予め固着した固定ボルトを挿通させるための長
穴４４が基部４１に形成されているが、基部４１の形状や固定方法は、タイトフレーム１
１その他の屋根構造体の形状に合わせて適宜に設計される。同様に、首部４２及びはぜ受
部４３の断面形状も、下葺き側はぜ締め部１４の断面形状に合わせて適宜に設計される。
【００２１】
本発明の特徴として、吊子４の首部４２及びはぜ受け部４３は、長さ方向（はぜ締め部の
延長方向）の寸法が、少なくともサドル２の長さを上回るように形成されている。さらに
、図１（ａ）の吊子４ａにおいては首部４２の側面（詳細には、かぶせ側の屋根材に相対
する側面）に、また図１（ｂ）の吊子４ｂにおいてははぜ受部４３の上面に、それぞれ２
箇所の位置決め用突起４５，４５が形成されている。そして、これら両突起４５，４５の
離隔距離が、ちょうどサドル２の長さに相当している。
【００２２】
このような吊子４に下葺き側の屋根材１３，１３を重ねてシーマ等ではぜ締めすると、下
葺き側はぜ継ぎ部１４におけるかぶせ側の屋根材１３の表面が、位置決め用突起４５の形
状に合わせて若干膨出する。これらの膨出痕が吊子４の位置を示す目印となるので、図２
に示すように、両膨出痕に合わせてサドル２の両端を位置決めすることが可能になる。
【００２３】
位置決め用突起４５の突出高さは、下葺き側屋根材１３の厚みと同程度ないしその倍寸程
度とするのが好ましい。突出高さが小さすぎると膨出痕が目立たなくなり、突出高さが大
きすぎると、はぜ締めが甘くなったり、反対に屋根材１３を突き破ったりするおそれがあ
るからである。
【００２４】
なお、例示の形態に係る位置決め用突起４５は、吊子４を構成する金属板をポンチングす
るなどして略円錐形に突出させたものであるが、位置決め用突起４５の形状は、サドル２
の両端面に沿うような直線状の突条であってもよい。
【００２５】
また、本発明の吊子４においては、首部４２の略中央に１箇所、タッピングビス３３を打
込むための下穴４６が形成されている。この下穴４６は、図２のようにして位置決めされ
るサドル２のビス固定穴２３と穴中心を一致させるように形成されている。したがって、
吊子４に形成された２箇所の位置決め用突起４５，４５に合わせてサドル２を位置決めす
ると、サドル２の側方から打込まれるタッピングビス３３が、この下穴４６に案内されて
、容易に吊子４を貫通することとなる。
【００２６】
こうして、サドル２が下葺き側はぜ継ぎ部１４に取り付けられ、下葺き側はぜ継ぎ部１４
に打込まれるタッピングビス３３と、サドル２の両ブロック２ａ，２ｂを連結する締結用
ボルト３１・ナット３２とによって固定される。これに続いて、図３及び図４に示したよ
うに、サドル２の上部に上葺き側の吊子１６が挟み込まれ、これを介して上葺き側の屋根
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材１７，１７がはぜ継ぎされる。この工程は従来と同様であり、上葺き側の吊子１６や上
葺き側のはぜ継ぎ部の構成は特に図示の形態に限定されるものではない。
【００２７】
【発明の効果】
本発明によれば、下葺き側の吊子に形成された２箇所の位置決め用突起によって下葺き側
はぜ締め部の側面または上面に小さな膨らみが生じるので、これを手掛かりにして、サド
ルを下葺き側の吊子の直上に正しく位置決めすることができる。
【００２８】
また、下葺き側の吊子にはタッピングビスの貫通予定位置に下穴が形成されているので、
タッピングビスを下葺き側はぜ継ぎ部に対して容易に貫通させることができる。
【００２９】
こうして、二重葺き折板屋根の葺設作業を格段に効率化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る下葺き側の吊子の斜視図である。
【図２】図１（ａ）の吊子を用いた屋根葺き構造の要部を示す部分斜視図である。
【図３】従来の二重葺き折板屋根の屋根葺き構造を示す断面図である。
【図４】同じく、従来の二重葺き折板屋根の屋根葺き構造を示す部分斜視図である。
【符号の説明】
１３　下葺き側の屋根材
１４　下葺き側のはぜ継ぎ部
１６　上葺き側の吊子
１７　上葺き側の屋根材
２　　サドル
２ａ　ブロック
２ｂ　ブロック
３１　締結ボルト
３２　ナット
３３　タッピングビス
４　　下葺き側の吊子
４１　基部
４２　首部
４３　はぜ受部
４５　位置決め用突起
４６　下穴
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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